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地方自治法施行令の一部を改正する政令の公布及び施行について（通知） 

 

 

   平成２８年１２月２０日に、地方分権改革に係る「平成２８年の地方から

の提案等に関する対応方針」が閣議決定されました。 

 これに伴い、地方自治法施行令の一部を改正する政令（平成２９年政令第３

２２号。以下「改正令」という。）が本日公布され、下記第３に掲げる日から

施行することとされました。 

 貴職におかれては、下記事項に御留意の上、その円滑な施行に向け、格別の

配慮をされるとともに、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都

市を除く市区町村長及び市区町村議会議長に対してもこの旨周知願います。 

なお、各市区町村に対して地域の元気創造プラットフォームにおける調査・

照会システムを通じて本通知についての情報提供を行っていること、及び本通

知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基づく技

術的な助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

第１ 財務会計制度に関する事項 

私人に徴収又は収納の事務を委託することができる歳入として、使用料及

び手数料に係る延滞金並びに賃貸料、物品売払代金、寄附金及び貸付金の元

利償還金に係る遅延損害金が追加されたこと。（第１５８条第１項関係） 

 

殿 



第２ 大都市特例に関する事項 

指定都市が施行する土地区画整理事業の事業計画に係る意見書の付議先が

都道府県都市計画審議会から市町村都市計画審議会に変更されたこと。（第

１７４条の３９第３項関係） 

 

第３ 施行期日 

  改正令は、公布の日から施行するものとされたこと。ただし、第２及び第

４に関する規定は、平成３０年４月１日から施行するものとされたこと。

（改正令附則第１項関係） 

 

第４ 大都市特例に関する事項に係る経過措置 

  第２に関する規定は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

７４条の３９第１項の規定により指定都市に適用があるものとされる土地区

画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第１項の規定による事業計

画の縦覧の開始の日（以下「縦覧開始日」という。）が平成３０年４月１日

以後である土地区画整理事業に係る指定都市の事務の処理について適用し、

縦覧開始日が平成３０年４月１日前である土地区画整理事業に係る指定都市

の事務の処理については、なお従前の例によるものとされたこと。（改正令

附則第２項関係） 



地方自治法施行令の一部を改正する政令概要 
 

 

 

１．改正理由 

  「平成 28年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成 28年 12月 20日

閣議決定）において、以下のとおり政令改正を行うこととされたことを受け、

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）の改正を行うもの。 

 
 ◎平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28年 12月 20日閣議決定） 
  ・ 私人の公金取扱いの制限（243条）については、政令を改正し、地方公共団体の貸

付金の元利償還金に係る違約金等の徴収又は収納の事務について私人に委託するこ
とを平成 29 年中に可能とする。 

・ 指定都市が施行する土地区画整理事業の事業計画に係る意見書が提出された場合
の意見書の付議先（55 条３項）については、平成 29 年度中に政令を改正し、都道
府県都市計画審議会から指定都市都市計画審議会に変更する。 

  

 

２．改正の概要 

（１）歳入の徴収又は収納の事務の委託関係 

   地方自治法施行令第 158 条第１項第１号及び第２号に掲げる歳入に係る

延滞金並びに第３号から第６号までに掲げる歳入に係る遅延損害金につい

て、その徴収又は収納の事務を私人に委託することができることとする（第

158条第１項）。 

 

（２）大都市特例関係 

 指定都市が施行する土地区画整理事業の事業計画に係る意見書の付議先

を、都道府県都市計画審議会から市町村都市計画審議会に変更する（第 174

条の 39第３項）。 

  

 

３．施行期日 

（１）は公布日、（２）は平成 30年４月１日 



一
頁

政
令
第
三
百
二
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
五
十
八
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
歳
入
に
係
る
延
滞
金
並
び
に
第
三
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
歳
入
に
係
る
遅
延
損
害

金
第
百
七
十
四
条
の
三
十
九
第
二
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
十
五
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は

」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
は
」
と
、
」
を
「
第
五
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
都
道
府
県
都
市
計

画
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
同
法
第
百
三
条
第
四
項
中
」
に
改
め
、
「
、

同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
は
」
と
、
「
都
道
府
県
が
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都

市
が
」
と
」
を
削
り
、
「
法
」
」
の
下
に
「
と
、
同
令
第
三
条
の
二
第
二
項
中
「
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
」
と
あ
る
の
は



二
頁

「
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
」
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
規
定
は
、
こ
れ
」
を
「
規
定
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
七
十
四
条
の
三
十
九
第
三
項
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定

は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
三
十
九
第
三
項
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

百
七
十
四
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九

号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
縦
覧
の
開
始
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
縦
覧
開
始
日
」
と
い

う
。
）
が
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
で

あ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
指
定
都
市
の
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
適
用
し
、
縦
覧
開
始
日
が
一
部
施
行
日
前
で
あ
る
土

地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
指
定
都
市
の
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



三
頁

理

由

私
人
に
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
金
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
指
定
都
市
が
施
行
す
る

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
に
係
る
意
見
書
の
付
議
先
を
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
か
ら
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
に

変
更
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
委
託
）

（
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
委
託
）

第
百
五
十
八
条

次
に
掲
げ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
歳
入
に
つ
い
て
は
、
そ
の
収

第
百
五
十
八
条

次
に
掲
げ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
歳
入
に
つ
い
て
は
、
そ
の
収

入
の
確
保
及
び
住
民
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、

入
の
確
保
及
び
住
民
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、

私
人
に
そ
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
人
に
そ
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
六

（
略
）

一

使
用
料

二

手
数
料

三

賃
貸
料

四

物
品
売
払
代
金

五

寄
附
金

六

貸
付
金
の
元
利
償
還
金

七

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
歳
入
に
係
る
延
滞
金
並
び
に
第
三
号
か
ら
前

号
ま
で
に
掲
げ
る
歳
入
に
係
る
遅
延
損
害
金

２
～
４

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
を
私
人
に
委
託
し
た
と
き

は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
、
か
つ
、
当
該
歳
入
の
納

入
義
務
者
の
見
や
す
い
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
は

、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
徴
収
し
、
又
は
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収
納
し
た
歳
入
を
、
そ
の
内
容
を
示
す
計
算
書
（
当
該
計
算
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子

計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含

む
。
）
を
添
え
て
、
会
計
管
理
者
又
は
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
、

収
納
代
理
金
融
機
関
若
し
く
は
収
納
事
務
取
扱
金
融
機
関
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
を
私
人
に
委
託
し
た
場

合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
計
管
理
者
は
、
当
該
委
託
に

係
る
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
に
つ
い
て
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
事
務
）

（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
事
務
）

第
百
七
十
四
条
の
三
十
九

（
略
）

第
百
七
十
四
条
の
三
十
九

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
事
務
は
、
土
地

区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
及
び
土
地
区
画
整
理
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
法
第
三
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
三
条

の
二
若
し
く
は
第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
若
し
く
は
国
土
交
通
大
臣

又
は
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
若
し
く
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
が
施
行
す
る

土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
事
務
並
び
に
同
法
第
四
十
一
条
第
四
項
（
同
法
第
七

十
八
条
第
四
項
及
び
第
百
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
滞
納
処
分
の
認
可
、
同
法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市

が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
同
法
第
五
十
二
条
、
第
五
十
五
条
第
十
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二
項
、
第
八
十
六
条
及
び
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
並
び
に
同
法
第
五
十

五
条
第
四
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
修
正
の
要
求
並
び
に
同
法
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査

請
求
の
裁
決
で
指
定
都
市
が
し
た
処
分
に
係
る
も
の
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が

あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法
及
び
同
令
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内

に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
は
、
指
定
都
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て

指
定
都
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
第
四
条
第
一
項
後
段
、
第
十
条

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
第
四
条
第
一
項
後
段
、
第
十
条

第
一
項
後
段
、
第
十
一
条
第
五
項
、
第
十
三
条
第
一
項
後
段
、
第
十
四
条
第
一
項

第
一
項
後
段
、
第
十
一
条
第
五
項
、
第
十
三
条
第
一
項
後
段
、
第
十
四
条
第
一
項

後
段
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
後
段
、

後
段
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
後
段
、

第
三
十
九
条
第
一
項
後
段
、
第
四
十
五
条
第
二
項
後
段
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一

第
三
十
九
条
第
一
項
後
段
、
第
四
十
五
条
第
二
項
後
段
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一

項
後
段
（
同
法
第
五
十
一
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

項
後
段
（
同
法
第
五
十
一
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
後
段
、
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
後
段
、
第
五

）
、
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
後
段
、
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
後
段
、
第
五

十
五
条
第
一
項
後
段
、
第
八
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
九
十
七
条
第
一
項
後
段
の

十
五
条
第
一
項
後
段
、
第
八
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
九
十
七
条
第
一
項
後
段
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
第
九
条
第
三
項
、
第
二
十
一

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
第
九
条
第
三
項
、
第
二
十
一

条
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
十
一
条
の
九
第
三
項
中
「
国
土
交
通

条
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
十
一
条
の
九
第
三
項
中
「
国
土
交
通

大
臣
及
び
関
係
市
町
村
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
に
」
と
、
同
法
第

大
臣
及
び
関
係
市
町
村
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
に
」
と
、
同
法
第

十
一
条
第
七
項
中
「
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
行
地
区
を
管

十
一
条
第
七
項
中
「
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
行
地
区
を
管

轄
す
る
市
町
村
長
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

轄
す
る
市
町
村
長
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
」
と
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
中
「
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区
域
（
同

ろ
に
よ
り
」
と
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
中
「
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区
域
（
同

項
に
規
定
す
る
認
可
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
施
行
地
区
）
を
管
轄
す
る
市
町
村
長

項
に
規
定
す
る
認
可
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
施
行
地
区
）
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
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に
、
当
該
事
業
計
画
を
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

に
、
当
該
事
業
計
画
を
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
事
業
計
画
を
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

あ
る
の
は
「
当
該
事
業
計
画
を
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」
と
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
組
合
は
、
施
行
地
区
を
管
轄
す
る
市
町
村

」
と
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
組
合
は
、
施
行
地
区
を
管
轄
す
る
市
町
村

長
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
は
」
と
、
同
法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項

長
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
は
」
と
、
同
法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項

中
「
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
、
当
該
規
準
及
び
事

中
「
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
、
当
該
規
準
及
び
事

業
計
画
を
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「

業
計
画
を
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
規
準
及
び
事
業
計
画
を
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

当
該
規
準
及
び
事
業
計
画
を
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
、
同
法
第
五
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
都
道
府
県
都
市
計

と
、
同
法
第
五
十
五
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都

画
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び

市
の
市
長
は
」
と
、
「
都
道
府
県
が
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
が
」
と
、
同
法

同
法
第
百
三
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
が
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
が
」
と
、

第
七
十
五
条
中
「
区
画
整
理
会
社
は
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
」
と
あ
る
の

同
法
第
七
十
五
条
中
「
区
画
整
理
会
社
は
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
」
と
あ

は
「
区
画
整
理
会
社
は
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
「
国
土
交
通
大
臣
及
び
都
道
府

る
の
は
「
区
画
整
理
会
社
は
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
「
国
土
交
通
大
臣
及
び
都

県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
同
法
第
百
三
条
第
三
項
中
「
区

道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
同
法
第
百
三
条
第
三
項
中

画
整
理
会
社
、
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
区
画
整
理
会
社
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「
区
画
整
理
会
社
、
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
区
画
整
理
会
社
」
と
、
同
法
第
百

「
都
道
府
県
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
は
」
と
、
「
都
道
府
県

二
十
三
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
個
人
施
行
者
、
組
合
、
区
画
整
理
会
社

が
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
が
」
と
、
同
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
都
道

又
は
市
町
村
に
対
し
、
市
町
村
長
は
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
は
」
と

府
県
知
事
は
個
人
施
行
者
、
組
合
、
区
画
整
理
会
社
又
は
市
町
村
に
対
し
、
市
町

、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
第
一
条
の
二
中
「
第
九
条
第
三
項
（
法
第
十
条
第
三

村
長
は
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
は
」
と
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
三
十
九
条

第
一
条
の
二
中
「
第
九
条
第
三
項
（
法
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
四
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第
三
項
（
法
第
五
十
一
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準

を
含
む
。
）
、
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
四
項
、
第
五
十
一
条
の
九

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項

第
三
項
（
法
第
五
十
一
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の

」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く

二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
た
場
合
に
お

は
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条

い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
施
行
地
区
又
は
設
計
の
概
要
を
表
示
す
る
図
書
を
公
衆
の

の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
施
行
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縦
覧
に
供
す
る
旨
、
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
時
間
を
公
告
し
た
上
で
、
そ
の
図
書
を

地
区
又
は
設
計
の
概
要
を
表
示
す
る
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
旨
、
縦
覧
場

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
、
法
」
と
、
同
令
第
三
条
の
二
第
二
項
中
「
都
道
府
県
都
市

所
及
び
縦
覧
時
間
を
公
告
し
た
上
で
、
そ
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
、
法
」

計
画
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
」
と
す
る
。

と
す
る
。

４

指
定
都
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五

４

指
定
都
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五

十
二
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
五
条
第
四
項

十
二
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
五
条
第
四
項

（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
都
道
府

（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
都
道
府

県
知
事
の
修
正
の
要
求
に
関
す
る
規
定
並
び
に
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第

県
知
事
の
修
正
の
要
求
に
関
す
る
規
定
並
び
に
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第

九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
認
可
に
関
す
る
規
定
を
適
用

九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
認
可
に
関
す
る
規
定
は
、
こ

せ
ず
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
都

れ
を
適
用
せ
ず
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
第
十
二
項
の
規
定

道
府
県
知
事
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
認
可
に
代
え
て
国
土
交
通
大
臣
の

に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
認
可
に
代
え
て
国
土
交

認
可
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。

通
大
臣
の
認
可
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。
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